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          高松市北浜町 8－25 

          TEL 087-825-0350 

          FAX 087-851-0699 ＪＦＪＦＪＦＪＦ香川漁連香川漁連香川漁連香川漁連    

人と魚と海のネットワーク 

香川県漁香川県漁香川県漁香川県漁連連連連ホームページホームページホームページホームページ    
http://www.jf-net.ne.jp/kagyoren/ 

 

 
7 月２１日（木）漁連会館６階大会議室において

漁協職員協議会研修会（共催：香川県漁協職員協議

会、香川県漁業協同組合連合会、香川県信用漁業協

同組合連合会、全国共済水産業協同組合連合会四国

事業本部香川支店）が開催され、県下漁協役職員約

９０名が参加した。 

主催者を代表して職員協子安会長の挨拶後、講師

の（株）協同セミナー/営業戦略研究所 小出 豊氏

により「コンプライアンス（法令遵守）態勢の確立」

の講演が行われた。 

ここ数年、法令違反を原因とする信頼の失墜、ま

たそれを原因として法律の厳罰化等が事業の存続に

大きな影響を与えた事例が繰り返されている。そこ

で今回の研修会も昨年に引き続き「コンプライアン

ス」に関する講演であった。 

 

熱心熱心熱心熱心にににに聴聴聴聴きききき入入入入るるるる参加者参加者参加者参加者    

講師自身の体験を基に、項目ごとにユーモアを交

えながら分かり易く説明を行い参加者らが熱心に聴

き入っていた。研修項目は下記の通り。 

 

１、コンプライアンスとは何か。 

２、問われる金融機関の行動規範 

３、管理役職者としての心構え 

※公私にわたりゆとりゆとりゆとりゆとりをもち、業務運営の精励と

安定した私生活をおくる。 

※時間時間時間時間のののの裁量権裁量権裁量権裁量権により時間は産み出すもの。時間

がないは単なる言い訳 

※ないものねだりはしないないものねだりはしないないものねだりはしないないものねだりはしない。与えられた経営資源

を活用・育成する。 

４、不祥事・不正事故の発生要因と分析 

５、全役職員が注意すべき共通事項 

※全役職員間で見見見見てててて見見見見ぬぬぬぬ振振振振りをしてはならないりをしてはならないりをしてはならないりをしてはならない。 

 ※一人一人が魔魔魔魔がががが差差差差すすすす状況状況状況状況をつくってはならなをつくってはならなをつくってはならなをつくってはならな

いいいい。 

 

４月下旬から７月末にかけて、香川県産ノリの普

及イベント活動を下記の通り県内のスーパー・量販

店等で１７回行った。 

≪イベント日程≫ 

・４月２８日 ゆめタウン高松 

・４月３０日 高 松 三 越 

・５月 １日 高 松 三 越 

高松三越 80 周年記念イベント・県産品食品フェスタ 

・５月１０日 フ ジ 丸 亀 

・５月１３日 マルナカ土庄店 

・５月１４日 サンポート高松 

・５月１５日 サンポート高松 

た か ま つ 春 の 食 と 文 化 の フ ェ ス タ 2011 

・５月２１日 キ ム ラ 本 店 

・５月２４日 ゆめタウン丸亀 

・６月１５日 ゆめタウン三豊 

・６月１８日 マルナカ綾南店 

・６月２４日 マルナカ宇多津 

・６月２８日 ジャスコ高松東店 

・７月 ８日 ゆめタウン高松 

・７月１２日 キムラ国分寺店 

・７月１６日 イ オ ン 高 松 

・７月３０日 マルナカ国分寺店 

 

スーパースーパースーパースーパーでのでのでのでの普及活動普及活動普及活動普及活動    
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  この活動では、スーパー・量販店だけでなく、「た

かまつ春の食と文化のフェスタ 2011」といった地域

イベントにも参加している。 

８月も下記日程でイベント活動を行っており、お

近くにお寄りの際はお立ち寄りください。 

・８月 ６日 ム ー ミ ー 本 店  

・８月 ９日 イ オ ン 綾 川  

・８月１９日 マ ル ナ カ 三 木 店  

・８月２６日 マイケルパワーシティ 

レ イ ン ボ ー 店 

 

の実現を国に強く求めていくことが決議された。 

組合長会にて決議文が読み上げられ、漁業者が一

体となった復興を目指す香川県 JF 組合長会として

決議した。この決議文は後日全漁連に提出する。 

（３）その他については協議なし。 

 

７月２６日（火）漁連会館 6 階大会議室において組

合長会（主催、香川県漁業協同組合連合会、香川県

信用漁業協同組合連合会、全国共済水産業協同組合

連合会四国事業本部香川支店）が開催された。 

今回の組合長会協議事項は下記のとおり 

 

（１）JFグループ新運動方針「県域ビジョン（兼）

アクションプラン」の策定について、 

（２）漁業者が一体となった復興を図るための決

議について 

（３）その他 

 

（１）の JF グループ新運動方針「県域ビジョン

（兼）アクションプラン」の策定については、県域

ビジョン及び実現に向けた具体的なアクションプラ

ンとスケジュール、各事業別の将来ビジョンの取組

事項と課題等について漁連、信漁連、共水連の各担

当者が説明し、組織決定した。これについては後日

全漁連に提出する。 

（２）の漁業者が一体となった復興を図るための

決議については、去る６月２５日東日本復興構想会

議において、特区手法の活用により地元漁業者が主

体となった法人が、漁協に劣後しない漁業権を取得

できる仕組みを実現すべきであるという内容を盛り

込んだ提言が行われた。 

この特区構想は復興に向けて漁業者が一体となっ

て取り組んでいかなければいけない今、漁業者の絆

を分断し、永年に亘って積み上げてきた浜の秩序を

崩壊させることに繋がることから、７月６日に東京

において全国の JF グループの代表者が集結し、漁

業者が一体となった復興を目指す緊急全国漁業代表

者集会が開催された。この中で、特区構想に反対す

るとともに、JFグループが一丸となって復興に総力

をあげ、復興の担い手となる JF 並びに漁村地域の

復興再生に向けた格別な政策と大型復興予算措置の

     

 

（敬称略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鴨庄漁業協同組合 

新任 山本浩智 

（平成２３年６月２９日） 

退任 石原昌美 

 

 

 

 

 

 

 

 

松山漁業協同組合 

新任 藤井貞夫 

（平成２３年６月１４日） 

退任 木下徳隆 

 

 

 

    

主主主主なななな行事予定行事予定行事予定行事予定（（（（８８８８／／／／１１１１～～～～８８８８／／／／３１３１３１３１））））    

  

８月 １日（月） 香川県漁船保険組合臨時総代会 

   ３日（水） 香川県水難救済会総会 

   ８日（月） 香川県かん水養殖漁協総会 

  １３日（土） 盆休み 

  １４日（日）  〃 

  １５日（月）  〃 


